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本
書
は
、
中
国
憲
法
を
研
究
対
象
と
す
る
法
学
者
で
あ
る
著
者
が

二
〇
〇
三
～
一
二
年
に
発
表
し
た
九
編
の
学
術
論
文
か
ら
な
る
論
文
集

で
あ
る
。
論
文
集
と
し
て
興
味
深
い
の
は
、
全
体
を
三
部
に
分
け
た
う

え
で
、
各
部
に
「
附
記
・
解
説
」
が
つ
け
ら
れ
、
論
文
執
筆
時
の
背
景

や
そ
の
後
の
情
勢
変
化
、
論
文
に
対
す
る
評
価
・
批
判
と
そ
れ
を
受
け

た
著
者
の
省
察
の
過
程
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

本
書
は
ま
た
、
一
九
八
九
年
の
「
天
安
門
事
件
（
六
・
四
事
件
）」
を

「
強
く
意
識
」
し
、
そ
の
三
〇
周
年
に
合
わ
せ
て
出
版
さ
れ
た
。
そ
の

ち
ょ
う
ど
一
〇
年
前
に
出
版
さ
れ
た
著
者
の
訳
書
（
胡
平
著
・
石
塚
迅

訳
『
言
論
の
自
由
と
中
国
の
民
主
』
現
代
人
文
社
、
二
〇
〇
九
年
）
に
も
、

著
者
の
「
天
安
門
事
件
」
に
対
す
る
強
い
こ
だ
わ
り
が
記
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
評
者
は
記
憶
す
る
。
た
だ
し
本
書
は
「
事
件
」
そ
れ
自
体
で
は

な
く
、「
事
件
」
後
の
法
的
論
点
を
扱
っ
て
い
る
。

「
立
憲
民
主
政
（
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
）」

を
目
指
し
て

滝
田　

豪	

Book Review

A5判　306頁
東方書店

［本体 6,000円 + 税］

　
「
ま
え
が
き
」
で
は
本
書
の
問
題
意
識
と
し
て
、「
天
安
門
事
件
」

に
よ
っ
て
中
国
が
明
確
に
拒
否
し
、
他
方
で
同
年
の
東
欧
民
主
化
以

後
国
際
的
に
拡
大
し
た
、“「
個
人
の
尊
重
」
を
基
軸
に
据
え
た
「
近

代
西
欧
立
憲
主
義
」”（
以
下
、
立
憲
主
義
）
に
対
し
、
そ
の
後
の
中
国

が
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て
き
た
の
か
、
両
者
の
距
離
は
縮
ま
っ
た

の
か
、
あ
る
い
は
両
者
の
間
に
は
距
離
だ
け
で
な
く
溝
が
あ
る
の
か
、

あ
る
と
す
れ
ば
そ
の
溝
は
埋
め
ら
れ
る
も
の
な
の
か
、
と
い
う
問
い

が
発
せ
ら
れ
る
。

　

続
く
第
一
部
「
人
権
」（
第
一
～
三
章
）
で
は
、
一
九
九
一
年
以
降

の
「
人
権
白
書
」、
一
九
九
〇
年
代
後
半
の
国
際
人
権
規
約
へ
の
署

名
、
二
〇
〇
四
年
の
憲
法
へ
の
「
人
権
」
条
項
挿
入
な
ど
が
検
討
さ
れ

る
。
こ
れ
ら
は
立
憲
主
義
へ
の
接
近
に
も
見
え
る
が
、
そ
こ
で
語
ら
れ

た
「
中
国
的
人
権
観
」
は
立
憲
主
義
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

石
塚
迅
著

現
代
中
国
と
立
憲
主
義
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す
な
わ
ち
、
人
権
よ
り
主
権
を
優
先
し
、
人
権
の
中
で
も
「
生
存
権
」・

「
発
展
権
」
を
優
先
し
、
ま
た
「
共
産
党
の
指
導
」
を
堅
持
し
、
人
権

は
国
家
が
与
え
る
と
し
て
そ
の
「
天
賦
性
」・「
前
国
家
性
」
を
否
定

し
て
い
る
。
た
だ
し
、
共
産
党
が
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
行
う
た
び

に
、
一
部
の
法
学
者
は
「
西
欧
」
的
な
解
釈
を
発
表
し
、
そ
れ
を
「
政

治
体
制
の
改
革
や
人
権
保
障
の
実
質
化
」
の
「
突
破
口
」
に
し
よ
う

と
し
て
き
た
。
と
は
い
え
、
そ
れ
が
実
現
す
る
道
筋
は
見
い
だ
せ
て

い
な
い
。

　

第
二
部
「
立
憲
主
義
（
憲
政
）」（
第
四
～
六
章
）
は
、
そ
う
し
た
法

学
者
の
「
憲
政
主
張
」
に
つ
い
て
杜
鋼
建
と
周
永
坤
の
二
名
を
中
心
に

検
討
し
た
上
で
、「
立
憲
主
義
か
民
主
主
義
か
」
と
い
う
論
点
を
提
示

す
る
。

　

杜
鋼
建
は
「
生
存
権
」
で
は
な
く
「
言
論
の
自
由
」
こ
そ
が
「
最
重

要
の
人
権
」
だ
と
明
快
に
主
張
し
、
そ
れ
を
支
え
る
の
は
多
様
な
価
値

を
認
め
合
う
「
価
値
寛
容
主
義
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
儒
学
の
「
和
し
て

同
ぜ
ず
」
な
ど
に
体
現
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
杜
は
ま
た
人
権
救
済
の

た
め
の
違
憲
審
査
制
度
の
導
入
を
主
張
し
、
憲
法
が
司
法
権
の
独
立
を

認
め
て
い
な
い
中
国
で
憲
法
裁
判
所
の
新
設
を
訴
え
る
。
著
者
は
日
本

の
憲
法
学
者
・
阪
口
正
二
郎
を
引
き
、
杜
の
主
張
が
阪
口
の
「
立
憲
主

義
」
と
一
致
す
る
と
評
価
す
る
。

　

周
永
坤
は
人
民
法
院
の
人
民
代
表
大
会
へ
の
報
告
に
つ
い
て
、
司

法
権
の
独
立
を
求
め
る
観
点
か
ら
こ
れ
を
取
り
消
す
べ
き
と
論
じ
る
。

周
は
ま
た
憲
法
の
「
議
行
合
一
」（
立
法
権
と
執
行
権
の
合
一
）
原
則
を

全
面
的
に
批
判
し
、
司
法
権
が
人
民
代
表
大
会
を
牽
制
す
る
よ
う
な

憲
法
改
正
を
主
張
す
る
。
そ
の
際
の
ポ
イ
ン
ト
は
や
は
り
違
憲
審
査

権
で
、
そ
れ
を
人
民
代
表
大
会
に
行
使
さ
せ
る
べ
き
と
す
る
法
学
者

が
多
数
を
占
め
る
中
、
周
は
人
民
法
院
へ
の
違
憲
審
査
権
の
付
与
を
求

め
て
い
る
。

　

ま
た
杜
も
周
も
「
民
主
主
義
よ
り
も
立
憲
主
義
」、
す
な
わ
ち
立
憲

主
義
優
先
の
立
場
を
と
る
。
杜
は
「
民
主
で
は
な
く
自
由
・
人
権
を
達

成
す
べ
き
直
接
の
目
標
」
と
す
る
「
人
権
主
義
的
憲
政
主
義
」
を
掲
げ
、

周
は
立
憲
主
義
（
人
民
法
院
）
と
民
主
主
義
（
人
民
代
表
大
会
）
は
両
立

可
能
と
し
つ
つ
、
両
者
が
対
立
す
る
と
き
は
人
民
法
院
を
重
視
す
る
立

場
を
表
明
し
て
い
る
。
一
方
著
者
自
身
は
、
杜
や
周
に
強
い
共
感
を
抱

き
、
日
本
に
関
し
て
は
立
憲
主
義
優
先
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、「
迷
い

と
悩
み
」
の
末
に
、
中
国
に
関
し
て
は
共
産
党
権
力
に
「
対
峙
」
す
る

た
め
の
「
立
憲
主
義
も
民
主
主
義
も
」
と
い
う
選
択
肢
を
示
す
。
そ
し

て
、
中
国
の
憲
法
学
者
が
社
会
変
革
を
目
指
す
な
ら
ば
、
一
般
大
衆
の

理
解
も
得
ら
れ
る
よ
う
な
「
立
憲
民
主
政
（
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
）

の
理
論
構
築
」
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
と
問
い
か
け
る
。

　

で
は
、
そ
れ
は
い
か
に
し
て
実
現
し
う
る
の
か
。
第
三
部
「
民
主
主

義
（
民
主
）」（
第
七
～
九
章
）
は
そ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
政
治
参
加
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の
観
点
か
ら
情
報
公
開
と
陳
情
（「
信
訪
」）
を
採
り
上
げ
る
。

　

情
報
公
開
に
つ
い
て
は
最
も
早
い
広
州
市
の
規
定
（
二
〇
〇
二
年
）

が
「
個
人
」
の
「
知
る
権
利
」
を
重
視
し
、
申
請
に
基
づ
く
情
報
公

開
を
規
定
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
上
海
市
の
規
定
（
二
〇
〇
四
年
）

は
「
個
人
」
で
は
な
く
「
公
民
」
の
語
を
用
い
、「
知
る
権
利
」
よ
り

も
「
公
正
・
透
明
な
行
政
管
理
体
制
の
確
立
」
を
優
先
し
、
申
請
に

基
づ
く
情
報
公
開
よ
り
も
政
府
に
よ
る
自
発
的
公
開
（
政
務
公
開
）
を

重
視
す
る
点
で
、
現
体
制
と
よ
り
親
和
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
各

地
の
地
方
政
府
は
上
海
市
の
規
定
を
参
照
し
、
た
と
え
ば
長
春
市
の

規
定
（
二
〇
〇
四
年
）
は
自
発
的
な
情
報
公
開
は
詳
細
に
規
定
す
る
が
、

申
請
に
基
づ
く
情
報
公
開
の
規
定
は
曖
昧
で
あ
り
、
ま
た
著
者
の
現
地

調
査
に
よ
れ
ば
市
政
の
現
場
で
の
扱
い
は
小
さ
か
っ
た
。
広
州
市
の
規

定
は
確
か
に
画
期
的
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
現
実
は
後
退
し
て
い
る
。

　

陳
情
に
つ
い
て
本
書
で
は
、
陳
情
者
救
済
の
側
面
だ
け
で
な
く
、
政

治
参
加
・
公
権
力
監
督
の
側
面
が
強
調
さ
れ
、
同
じ
側
面
を
持
つ
「
言

論
の
自
由
」
を
め
ぐ
る
議
論
が
参
照
さ
れ
る
。
論
点
は
そ
れ
が
政
治
的

権
利
か
否
か
で
あ
り
、
立
憲
主
義
（
政
治
的
権
利
で
は
な
く
自
由
権
）
か

民
主
主
義
（
政
治
参
加
に
つ
な
が
る
政
治
的
権
利
）
か
と
い
う
問
題
に
関

わ
る
。
こ
こ
で
も
著
者
は
、
立
憲
主
義
に
共
感
を
示
し
つ
つ
、
日
本
の

憲
法
学
者
・
長
谷
部
恭
男
と
毛
利
透
の
論
争
な
ど
も
参
照
し
な
が
ら
、

立
憲
主
義
と
民
主
主
義
を
結
合
す
る
も
の
と
し
て
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
流
の

「
公
共
圏
」
を
提
示
し
、
陳
情
に
そ
の
「
公
共
圏
」
形
成
の
可
能
性
を

見
い
だ
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
問
題
提
起
し
て
い
る
。

　

本
書
は
論
文
集
と
い
う
性
格
か
ら
か
、「
ま
え
が
き
」
の
問
い
に
対

す
る
結
論
は
体
系
的
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
第
三
部
各
章
で
は
現
行

憲
法
下
で
の
改
革
に
よ
る
「
立
憲
民
主
政
」
へ
の
漸
進
的
な
接
近
の

道
筋
が
模
索
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
第
二
部
第
六
章
で

は
中
国
憲
法
と
立
憲
主
義
の
間
に
「
埋
め
が
た
い
溝
が
存
在
」
し
て
お

り
、「
憲
法
の
『
あ
る
べ
き
姿
』
が
そ
も
そ
も
立
憲
主
義
と
相
容
れ
な

い
」
た
め
、
そ
の
溝
を
埋
め
る
た
め
に
は
「
憲
法
全
面
改
正
が
筋
で
あ

ろ
う
」
と
書
か
れ
て
い
る
。「
立
憲
主
義
か
民
主
主
義
か
」
の
問
題
に

加
え
、
こ
の
点
に
も
著
者
の
「
迷
い
」
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

例
え
ば
台
湾
の
民
主
化
で
は
、
陳
水
扁
な
ど
弁
護
士
が
果
た
し
た
役

割
が
目
立
ち
、
立
憲
主
義
と
民
主
主
義
は
間
接
的
に
結
合
し
て
変
革
を

実
現
し
た
と
言
え
よ
う
。
権
威
主
義
（
独
裁
）
体
制
の
一
員
だ
っ
た
司

法
も
重
要
な
局
面
で
民
主
化
を
促
す
判
断
を
行
う
な
ど
、
こ
れ
を
支
援

し
た
。
た
だ
し
台
湾
で
は
、
か
つ
て
中
国
で
制
定
さ
れ
た
そ
の
憲
法
自

体
は
立
憲
主
義
の
理
念
に
基
づ
い
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
立
憲
主
義
と

の
間
に
「
距
離
」
は
あ
っ
て
も
「
溝
」
は
な
く
、
民
主
化
と
は
憲
法
の

「
あ
る
べ
き
姿
」
の
回
復
で
あ
っ
た（

１
）。

　

こ
れ
に
対
し
中
国
は
反
立
憲
主
義
的
な
憲
法
を
持
つ
た
め
、
変
革
へ
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の
壁
は
高
く
、
よ
り
大
規
模
な
政
治
的
変
動
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
た
だ
し
憲
法
学
者
の
「
憲
政
主
張
」
や
政
治
参
加
の
萌
芽
は
、
変

動
が
起
こ
り
う
る
環
境
を
整
備
し
、
そ
の
後
に
立
憲
主
義
・
民
主
主
義

の
定
着
が
問
わ
れ
る
段
階
で
は
キ
ー
・
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
得
る
。
例
え

ば
民
主
化
後
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、
選
挙
の
敗
者
が
結
果
を
受
け
入

れ
ず
、
司
法
の
決
定
に
委
ね
ら
れ
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
る（

２
）。
こ
の
と

き
司
法
が
弱
体
な
ら
ば
、
民
主
化
は
危
機
に
瀕
す
る
だ
ろ
う
。
評
者
は

法
学
で
は
な
く
政
治
学
を
専
攻
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
本
書
は
民

主
化
を
政
治
学
的
に
考
察
す
る
う
え
で
も
貴
重
な
知
見
を
提
供
し
て
い

る
と
言
え
る
。

　

ま
た
「
立
憲
主
義
か
民
主
主
義
か
」
と
い
う
問
題
提
起
も
時
宜
に
適
っ

て
い
る
（
初
出
は
二
〇
一
二
年
だ
が
）。
政
治
学
で
は
こ
れ
を
自
由
主
義

と
民
主
主
義
の
関
係
と
し
て
論
じ
、
著
者
が
掲
げ
た
「
立
憲
民
主
政

（
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
）」
は
自
由
民
主
主
義
（
体
制
）
と
表
現
す

る
こ
と
が
多
い
。
近
年
、
こ
の
自
由
民
主
主
義
の
動
揺
が
目
立
つ
。
一

方
で
は
、
自
由
主
義
の
エ
リ
ー
ト
主
義
的
側
面
に
不
満
を
持
ち
、「
熟

議
」
や
「
抽
選
」
を
取
り
入
れ
て
民
主
主
義
の
徹
底
を
目
指
す
議
論
が

盛
ん
で
あ
る
。
他
方
で
は
、
多
数
の
支
持
を
得
て
民
主
主
義
的
に
選
ば

れ
た
政
治
指
導
者
が
司
法
権
の
独
立
性
を
弱
め
少
数
派
を
抑
圧
す
る
な

ど
反
自
由
主
義
的
に
振
る
舞
う
事
例
が
増
え
、
こ
ち
ら
は
「
ポ
ピ
ュ
リ

ズ
ム
」
と
批
判
さ
れ
て
も
い
る
。

　

こ
う
し
た
中
、
政
治
学
者
は
「
自
由
主
義
よ
り
民
主
主
義
」、
あ
る

い
は
自
由
主
義
を
擁
護
す
る
と
し
て
も
「
自
由
主
義
も
民
主
主
義
も
」

の
立
場
を
と
る
こ
と
が
多
く
、
本
書
に
見
ら
れ
る
中
国
や
日
本
の
憲
法

学
者
の
よ
う
に
「
民
主
主
義
よ
り
も
立
憲
主
義
（
自
由
主
義
）」
の
立

場
を
明
確
に
と
る
こ
と
は
少
な
い（

３
）。
そ
の
意
味
で
、
立
憲
主
義
を
重
視
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し
つ
つ
も
民
主
主
義
と
の
結
合
を
図
る
著
者
の
姿
勢
は
興
味
深
い
。

　

た
だ
し
本
書
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
両
者
の
結
合
は
自
明
で
は
な

い
。
現
在
の
自
由
民
主
主
義
体
制
が
確
立
し
た
の
は
第
二
次
世
界
大
戦

後
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
以
前
は
、
民
主
主
義
の
徹
底
を
標
榜
す
る
フ
ァ

シ
ズ
ム
や
共
産
主
義
に
よ
る
自
由
主
義
へ
の
攻
撃
が
一
定
の
支
持
を
得

て
い
た
。
戦
後
の
自
由
民
主
主
義
体
制
確
立
の
背
景
に
は
、
高
度
経
済

成
長
や
福
祉
国
家
に
よ
る
社
会
の
安
定
や
、
憲
法
裁
判
所
を
設
立
し
違

憲
審
査
制
を
導
入
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
だ
が
高
度
成
長
の
終
焉
と
福

祉
国
家
の
衰
退
に
よ
り
格
差
が
拡
大
す
る
と
自
由
主
義
は
再
び
攻
撃
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
し
て
や
、
共
産
主
義
の
系
譜
を
引
く
反
立
憲

主
義
（
反
自
由
主
義
）
的
な
憲
法
を
持
ち
、
高
度
成
長
し
つ
つ
も
大
き

な
格
差
を
抱
え
る
権
威
主
義
体
制
の
中
国
に
つ
い
て
、
現
実
に
即
し
た

「
立
憲
民
主
政
」
の
理
論
構
築
の
困
難
さ
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

し
か
し
、
そ
の
中
国
が
大
国
と
な
っ
て
米
中
対
立
が
先
鋭
化
し
、
ま

た
香
港
で
は
立
憲
主
義
と
民
主
主
義
を
同
時
に
攻
撃
す
る
と
と
も
に
そ

れ
に
対
す
る
内
外
の
異
論
を
封
じ
込
め
ん
と
し
て
い
る
現
状
に
お
い

て
、
中
国
の
多
数
の
人
々
を
も
説
得
で
き
る
「
立
憲
民
主
政
」
の
理
論

構
築
は
、
い
か
に
困
難
で
あ
ろ
う
と
も
重
要
で
あ
る
。
著
者
の
「
迷
い
」

の
先
に
あ
る
成
果
に
期
待
し
た
い
。

【
註
】

（
１
）	

鈴
木
賢
「
台
湾
に
お
け
る
『
憲
法
の
番
人
』
―
大
法
官
に
よ
る
憲
法
解

釈
制
度
を
め
ぐ
っ
て
―
」
今
泉
真
也
『
ア
ジ
ア
の
司
法
化
と
裁
判
官
の

役
割
』
調
査
研
究
報
告
書
、
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
二
〇
一
二
年
。

（
２
）	

相
沢
伸
広
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
憲
法
裁
判
所
の
生
存
戦
略
と
政
治
参
加
」

玉
田
芳
史
編
『
政
治
の
司
法
化
と
民
主
化
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
七
年
、

六
九
～
七
二
頁
。

（
３
）	

こ
う
し
た
問
題
の
政
治
学
者
に
よ
る
概
観
と
し
て
、
吉
田
徹
『
ア
フ
タ
ー
・

リ
ベ
ラ
ル　

怒
り
と
憎
悪
の
政
治
』
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
二
〇
年
、

宇
野
重
規
『
民
主
主
義
と
は
何
か
』
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
二
〇
年
。

（
た
き
だ
・
ご
う　

京
都
産
業
大
学
）


